
 

 

 

「ふれあい電話訪問」は、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯のみなさんに、お元

気で過ごされているか？心配ごとがないか？などを本会の電話相談員と電話でお

話しすることで、なかなか外出の機会がない方でも気分転換やリフレッシュしてい

ただけれるのではないかと思っています。 

 

《ふれあい電話訪問とは・・・》 

 ・利用を希望される方に、守谷市社会福祉協議会電話相談室の 

相談員が電話をおかけし、お話しさせていただきます 

 ・お話の中で必要に応じて、関係機関と連携させていただきます 

 

《利用できる方は・・・》 

 ・市内在住のおおむね６５歳以上のひとり暮らしや高齢者のみの世帯 

 

《利用するには・・・》 

 ・利用をご希望する方は、まずは守谷市社会福祉協議会にご連絡下さい 

 ・内容をご説明させていただき、申込書に必要事項をご記入いただきます 

 

《利用日は・・・》 

 ・隔週の火曜日（第１･第３）か水曜日（第２･第４）のいずれかで午後１時から

午後３時の間 

 

《誰から電話があるの・・・》 

 ・守谷市社会福祉協議会の電話相談員が、電話相談室からお電話します 

 

《利用料は・・・》 

 ・無料です 

 

《秘密は守ります！》 

 ・相談員には守秘義務がありますので、この利用で知り得たことは絶対に他には 

  もらしません 

・ただし、お電話の内容で利用者の方の了解をとった上で、社会福祉協議会の職 

員が対応させていただいたり、訪問させていただくことはあります 

また、何度か留守だったりしたときは、ご登録いただいている緊急連絡先に連 

絡させていただく場合があります 

 

《お問い合わせ先》 

        社会福祉法人守谷市社会福祉協議会事務局 

          守谷市大柏９５４－３ いきいきプラザ・げんき館内 

             電 話：０２９７－４５－００８８  

ＦＡＸ：０２９７－４８－５５５４ 

ふれあい電話訪問を利用してみませんか？ 

～守谷市社会福祉協議会ふれあい電話訪問事業～ 

 

 

 


